
 

【表紙】  
【発行登録追補書類番号】 ６－関東１－１

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2024年６月５日

【会社名】 株式会社トクヤマ

【英訳名】 Tokuyama Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 横田 浩

【本店の所在の場所】 山口県周南市御影町１番１号

【電話番号】 (0834) 34-2055

【事務連絡者氏名】 経営企画本部 経営管理グループ 経理担当部長 谷川 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田一丁目７番５号 フロントプレイス秋葉原

【電話番号】 (03) 5207-2558

【事務連絡者氏名】 経営企画本部 財務・投融資グループ 財務担当部長 柏原 永知

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 20,000百万円
 

 

【発行登録書の内容】

提出日 2024年１月12日

効力発生日 2024年１月21日

有効期限 2026年１月20日

発行登録番号 ６－関東１

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額　50,000百万円
 

　

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)

－ － － － －

実績合計額(円)
なし

（なし）
減額総額(円) なし

（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基

づき算出しています。
 

【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額)  50,000百万円

  （50,000百万円）

  
（注）残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）

に基づき算出しています。
 

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。
 

【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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【縦覧に供する場所】 株式会社トクヤマ東京本部

（東京都千代田区外神田一丁目７番５号 フロントプレイス秋葉原）

株式会社トクヤマ大阪オフィス

（大阪市北区中之島二丁目２番７号 中之島セントラルタワー）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
 

EDINET提出書類

株式会社トクヤマ(E00768)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

 2/18



第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄 株式会社トクヤマ第27回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000百万円

各社債の金額(円) 金１億円

発行価額の総額(円) 金20,000百万円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％) 年0.868％

利払日 毎年６月11日および12月11日

利息支払の方法

１．利息支払の方法および期限

(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ

け、2024年12月11日を第１回の支払期日としてその日までの

分を支払い、その後毎年６月11日および12月11日の２回に

各々その日までの前半か年分を支払う。

(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀

行営業日にこれを繰り上げる。

(3）半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割

をもってこれを計算する。

(4）償還期日後は利息をつけない。

２．利息の支払場所

別記（（注）８．「元利金の支払」）記載のとおり。

償還期限 2029年６月11日

償還の方法

１．償還金額

各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法および期限

(1）本社債の元金は、2029年６月11日にその残存総額を償還す

る。

(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業

日にこれを繰り上げる。

(3）本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の

振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められ

る場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うこと

ができる。

３．償還元金の支払場所

別記（（注）８．「元利金の支払」）記載のとおり。

募集の方法 一般募集
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申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充

当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2024年６月５日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日 2024年６月11日

振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のため

に特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

１．当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国

内で今後発行する他の社債のために担保提供する場合には、本

社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設

定する。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産

に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定

の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以

外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。

２．当社が、本欄第１項により本社債のために担保権を設定する場

合には、当社は直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、か

つ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて別

記（（注）５．「社債権者に通知する場合の公告」）に定める

方法により公告する。

財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし。
 

（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ（シングルＡ）

の信用格付を2024年６月５日付で取得している。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり

に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の

流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す

るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな

い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適

時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな

い。

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正

確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す

ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった

とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ

とが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の

「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何

らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

Ｒ＆Ｉ:電話番号03-6273-7471

２．振替社債

(1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、別

記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2）社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか

る社債券は発行されない。

３．社債管理者の不設置

本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。

４．期限の利益喪失

当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、本（注）５．に定める方法により、その旨

を公告するものとする。
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(1）当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背し、７日を経過

してもこれを履行または解消することができないとき。

(2）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。

(3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

(4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った

保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計

額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散（合併の

場合を除く。）の決議を行ったとき。

(6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令

を受けたとき。

５．社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定

款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を

することができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各１

種以上の新聞紙（重複するものがあるときは、これを省略することができる。）にこれを掲載する。

６．社債要項の公示

当社は、その本店および東京本部に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供

するものとする。

７．社債権者集会

(1）本社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下

「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会

の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本（注）５．

に定める方法により公告する。

(2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10

分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由

を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

８．元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規

程等の規則に従って支払われる。

９．財務代理人、発行代理人および支払代理人

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

 
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番２号 10,000
１．引受人は、本社債の全

額につき、連帯して買

取引受を行う。

２．本社債の引受手数料は

各社債の金額100円に

つき金40銭とする。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 6,000

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 4,000

計 ― 20,000 ―
 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。
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３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

20,000 100 19,900
 

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額19,900百万円は、全額を2025年３月末までに実行する当社の設備投資資金に充当する

予定であります。

その内訳として、成長インフラ投資として「ＤＸ関連（ＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）見える

化）システム導入」に15億円、合理化・省エネ・ＣＯ２対策投資として「発電所８号ボイラーバイオマス混焼

設備設置」に13億円、その他の投資として「発電所８・９号開閉室更新」に９億円、「構内橋梁（とくそう

橋）更新」に９億円、「構内送電用連絡線ケーブル更新」に５億円、研究開発投資として「太陽電池リサイク

ル研究設備」に３億円、「新規放熱材料（窒化ケイ素）のプロセス改良」に３億円をそれぞれ充当する予定で

あります。

残額は、成長事業投資として電子先端材料セグメントを中心に拡販、品質改善、原価低減等更なるプレゼン

ス拡大及び競争力強化につながる投資に、合理化・省エネ・ＣＯ２対策投資としてカーボンニュートラル対応

の他、既存設備の各種原単位改善が図れる改良更新投資等に、伝統事業投資として維持・更新投資を中心とし

た設備の延命化や修繕費低減につながる改良更新投資等に、その他各種研究開発、インフラへの投資等にそれ

ぞれ充当する予定であります。

なお、上記は、2025年３月期当社連結設備投資予定額323億円に含まれるものであり、そのうち当社単体の設

備投資に充当する予定のものは210億円程度であります。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 
第４ 【その他の記載事項】

 
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を

参照すること。

 
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第159期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）2023年６月26日関東財務局長に提出

 
２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第160期第１四半期（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）2023年８月７日関東財務局長に提出

 
３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第160期第２四半期（自　2023年７月１日　至　2023年９月30日）2023年11月８日関東財務局長に提出

 
４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第160期第３四半期（自　2023年10月１日　至　2023年12月31日）2024年２月９日関東財務局長に提出

 
５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2024年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2023年９月21日に関東

財務局長に提出

 
６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2024年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を2023年10月27日に関東

財務局長に提出

 
７ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2024年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を2024年１月31日に関東

財務局長に提出

 
８ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2024年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2024年２月22日に関東

財務局長に提出

　

９ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2024年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2024年３月29日に関東

財務局長に提出

　

10 【訂正報告書】

訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を2023年７月12日に関東財務局長に提出

 
第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載さ

れた「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出

日以後、本発行登録追補書類提出日（2024年６月５日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じておりま
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す。以下の内容は、当該変更及び追加すべき事項を反映し、その全体を一括して記載したものです。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の記載に含まれる事項を除き、

本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

　なお、当該将来に関する事項については、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来

の業績を保証するものではありません。

 
「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」

（1）経営理念及び中長期的な会社の経営戦略

当社は、社会全体の大きな変革の中で、直面する事業環境にあわせて、当社の経営理念としての存在意義を「化

学を礎に、環境と調和した幸せな未来を顧客と共に創造する」と定義しました。持続可能な社会に貢献するために

環境と調和して事業を継続させ、顧客と共に未来を創造することのできるトクヤマでありたいとの思いを込めてい

ます。

　そして、存在意義に基づいた経営方針として、以下のありたい姿を策定しています。

　①マーケティングと研究開発から始める価値創造型企業

　②独自の強みを磨き、活かし、新領域に挑み続ける企業

　③社員と家族が健康で自分の仕事と会社に誇りを持てる企業

　④世界中の地域・社会の人々との繋がりを大切にする企業

 

（2）対処すべき課題とその対応

当社は、中長期的な当社の経営戦略として2021年２月25日に「中期経営計画2025」を策定し、３項目の重点課題

を設定しました。当連結会計年度における課題の対応及び進捗等は以下のとおりです。

 
1．事業ポートフォリオの転換

　成長事業を「電子」「健康」「環境」と位置付け、これに重点的に投資を行い、2025年度の連結売上高比率目

標を50％以上とした上で将来的には60％以上を目指します。化成品・セメント事業は効率化を進め、安定的に収

益を確保いたします。

　「電子」分野では、当連結会計年度においてOCI Company, Ltd.（韓国）と半導体用多結晶シリコンの半製品の

共同生産を行うことを目的としてマレーシアに合弁会社を設立することを決定しました。将来の半導体市場拡大

に伴う多結晶シリコンの需要増加を見据え、クリーンエネルギーを使用した半導体用多結晶シリコンの生産・供

給体制の構築を推進していきます。

　「健康」分野では、株式会社トクヤマデンタルで開発した歯科充填用コンポジットレジン「オムニクロマ®」に

関して、第55回日化協技術賞・技術特別賞、日本化学会第72回化学技術賞、そして公益財団法人市村清新技術財

団の第56回市村産業賞貢献賞を受賞しました。同社は歯科充填用コンポジットレジン・ＣＡＤ/ＣＡＭ冠用ハイブ

リッドレジンブロック等の製造能力強化に向けて鹿島工場内に新棟を建設し、2024年10月に生産を開始する予定

です。また、株式会社エイアンドティーは、湘南サイト内に電解質事業強化のため新棟を建設し、これにより電

解質分析装置用電極の生産能力を約1.5倍に向上させる計画です。

　「環境」分野では、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）と共同開発中の「太陽光パネル低温熱

分解リサイクル技術」を用いて分離処理した太陽光パネルのカバーガラスを原料として活用した結果、ＡＧＣ株

式会社によるフロート板ガラス向けリサイクル実証試験が成功しました。これにより太陽光パネルのリサイクル

における環境負荷低減を可能とする一方、事業化に向けた取り組みも加速させていきます。

　当社グループは、今後も事業ポートフォリオの転換に向けて、成長事業を中心に積極的に経営資源を投入して

いきます。
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2．地球温暖化防止への貢献

　世界的な環境意識の高まりを受け、当社は「2050年度カーボンニュートラル達成」を目標として掲げました。

その達成のために原燃料の脱炭素化、環境貢献製品の開発・実装及び水素やアンモニアなどの次世代エネルギー

の技術開発の加速、事業化を目指します。また、徳山製造所内のプロセス改善に取り組むとともに、国内外のバ

イオマス燃料の開発・利活用を推進し、2030年度に温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量を30％削減（2019年度比）す

ることを実現します。

　当社は、2022年度より経済産業省が公表した「ＧＸリーグ基本構想」への賛同を表明、2023年度に「ＧＸリー

グ」に参画いたしました。2050年カーボンニュートラル実現に向けて、自ら挑戦的なＧＨＧ排出削減目標及びト

ランジション戦略を定め、その達成のための課題取り組みを一層強化し、ＣＯ２をはじめとするＧＨＧ排出削減

を推進していきます。

　また、当社は周南コンビナート脱炭素推進協議会に参画し、コンビナート全体のグリーン化・脱炭素化に取り

組んできました。このたび、同協議会参画５社によるカーボンニュートラル実現に向けた共同行為について公正

取引委員会へ相談を申し入れ、本共同行為は「独占禁止法上問題がない」旨の回答を受領しました。これを受け

て、周南コンビナートのグリーン化・脱炭素化に一層貢献していきます。

 

3．ＣＳＲ経営の推進

　当社は、社会に必要とされる企業であり続けるために企業価値を追求し、サステナブルな社会の実現に向けて

活動しています。その実現に向けて、ＣＳＲ経営に関わる社会的な課題を抽出しマテリアリティ（ＣＳＲの重要

課題）として、以下の10項目を特定し各課題の解決に取り組んでいます。

　当連結会計年度におきましては、当社は、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄

2024」に２年連続で選定され、また、「健康経営優良法人2024（大規模法人部門）ホワイト500」に３年連続で認

定されました。従業員とその家族の心と体の健康づくりと働きやすい職場づくりを実現するために、経営トップ

である社長が健康経営統括責任者を務めています。今後も適切な職場環境を築くことで、生産性の向上などの組

織の活性化を図り、事業を通じた持続可能な社会の発展に貢献していきます。

　また、当社はサステナビリティ基本原則を制定したことに加え、コーポレートガバナンス・ポリシーを新たに

定めました。これらにより当社のＣＳＲ経営がより体系的に進められると同時に、ガバナンスの透明性も強化さ

れると考えております。
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（3）「中期経営計画2025」達成目標

最終年度における売上高の達成目標を以下のとおり変更しました。

指標
2023年度
（実績）

2025年度
（計画）

　　達成に向けたポイント

売上高 3,419億円 4,000億円
ポートフォリオ転換注力
コストインフレ反映

営業利益 256億円 450億円
2025年度に向け伸長
償却方法変更により修正

成長事業の売上高成長率（ＣＡＧＲ） 8.5％ 10％以上 研究開発強化・国際展開加速

ＲＯＥ 7.4％ 11％以上
株主資本効率と財務基盤の両立
償却方法変更により修正

 

 
（4）トクヤマの価値創造プロセス

「化学を礎に、環境と調和した幸せな未来を顧客と共に創造する」という存在意義のもと、様々な社会課題の中

から私たちの強みを活かせる領域を「電子」「健康」「環境」に特定し、これら３分野を新たな成長市場と位置づ

けています。100年超の歴史の中で培った特有技術や価値観を共有する人材、ステークホルダーとの関係といった

経営資源を活かしつつ「ありたい姿」に向けた変革を行います。そしてこれらの成長市場に向け、他社にない価値

を提供するソリューション型のビジネスを展開していくことで、持続可能な未来の実現に寄与します。この取り組

みの流れを価値創造プロセスとして示します

なお、詳細につきましては2024年７月に当社ＨＰへ掲載予定の統合報告書をご参照ください。
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「事業等のリスク」

　　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項を以下に記載します。ただし、以下に記載した事項が当社グループに関する全てのリスクを網羅した

ものではなく、記載事項以外にも投資家の判断に影響を及ぼす可能性のあるリスクが存在するものと考えられます。

　　なお、記載している事項は、本発行登録追補書類提出日（2024年６月５日）現在において判断したものです。

 
リスクの項目 リスクの内容 リスクに対する対応策

自然災害 地震、津波、天変地異、異常気象（台
風、高潮、豪雨、他）による生産設備
や調達・製品販売に係る物流への影響
を完全に予防又は軽減できる保証はあ
りません。また、生産量の著しい低下
や、最悪の場合には長期間生産停止を
余儀なくされる場合もあり、当社グ
ループの業績及び財務内容に大きな影
響を与える可能性が存在します。
 

事業継続マネジメントを構築し、大
規模地震を想定したＢＣＰ訓練や安
否確認訓練を実施しております。合
わせて、地域・行政と一体となった
訓練を実施して、課題発見と対応力
の強化を図っています。

事故・故障 生産設備における火災・爆発・漏洩、
設備・機械の損傷・故障の発生や、船
舶・鉄道事故等による原燃料調達の遅
延により、生産活動に重大な支障を生
じた場合、当社グループの業績及び財
務内容に大きな影響を与える可能性が
存在します。また、負傷者等人的被
害、環境・近隣地域への影響が生じる
可能性があります。
 

生産活動の中断による悪影響を最小
限に抑えるために、日常的及び定期
的な設備保全を実施しております。
加えて、災害対策に関する規程を策
定し、グループ会社と一体となって
防災に取り組んでいます。
 

感染症パンデミック 当社グループにおいては、新型コロナ
ウイルス等の重大な感染症が拡大した
場合、業務の一部又は全部が停止する
事態が生じ、当社グループの業績及び
財務内容に大きな影響を与える可能性
が存在します。

役職員・顧客等の安全を確保し、
当社の事業活動への影響を最小限
に抑えるため、感染症危機管理基
準に則り、感染症危機対策本部
（本部長：社長）を設置し情報共
有と対策を検討します。なお、感
染症は、感染力・毒性の強弱によ
り影響度・リスク度が変化するた
め、危機レベルに応じた適切な対
応を実施していきます。
 

カントリーリスク 当社グループの製品は、日本、米国、
アジア、欧州等に販売されており、各
国の経済状況及び市場・業界の構造変
化が、当社グループの製品販売に大き
な影響を与える可能性があります。加
えて、テロ・戦争その他要因による社
会的混乱やその長期化等のリスクが発
生した場合は、当社グループの業績及
び財務内容に大きな影響を与える可能
性が存在します。
 

当社グループは経済環境の変動に強
く、持続的に成長する強靭な事業体
質に転換すべく、生産性の向上や高
品質を目指しながら、コスト削減を
推進しています。加えて、顧客動
向、当該国・エリアにおける政治
的・社会的状況、事業環境を常に注
視して適切な対応を取っていきま
す。
 
 

 

情報セキュリティリスク サイバー攻撃やシステム設備・機器の
故障等により、当社グループが利用す
るシステムで障害が発生した場合、生
産、販売、研究開発、調達、会計等、
ＩＴに依存するビジネスプロセスが停
止し、当社グループの事業継続に重大
な影響が生じる可能性が存在します。
又、研究開発等を通じて得た新技術や
ノウハウ、情報等が、外部に漏洩した
場合、社会的信頼の失墜を招くととも
に、研究開発等に投下したコストが回
収できない可能性があり、当社グルー
プの業績及び財務内容に大きな影響を
与える可能性が存在します。

当社では、基幹システムのサーバー
をセキュリティの高いデータセン
ターに設置し、運用しています。加
えて、定期的にデータのバックアッ
プを取得し、万が一の時のリスク分
散を行っています。また、グループ
内で推進体制整備、教育等を実施
し、機密情報や個人情報の管理の徹
底を図り、情報セキュリティの保護
強化に努めています。さらに、サイ
バー攻撃による電子データの漏えい
やＩＴシステムの停止等の不具合が
生じるリスクの低減に向け、サイ
バーセキュリティに係る専担組織を
中心に、サイバー攻撃の早期検知・
早期対処、ＩＴ導入・改変時のリス
クアセスメント、従事者教育など、
平時・有事のサイバーセキュリティ
管理体制の強化に取り組んでいま
す。
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リスクの項目 リスクの内容 リスクに対する対応策

脱炭素社会への対応リスク 当社グループは、石炭火力発電所を有
し、資源・エネルギーを大量に使用し
て様々な事業を営んでいます。今後環
境に関する規制の強化や環境保護の新
たな社会的責任を要求される事態が発
生する場合、また、カーボンプライス
等が導入された場合、これに対応する
設備・研究開発への投資や既存事業の
再評価を行うことにより当社グループ
の業績及び財務内容に大きな影響を与
える可能性が存在します。又、ＥＳＧ
などの非財務情報に係る風評等が当社
グループの資金調達に大きな影響を及
ぼす可能性が存在します。

「中期経営計画2025」において「地
球温暖化防止への貢献」を重点課題
の一つとし、「2050年度カーボン
ニュートラル達成」を目標としまし
た。その達成のために原燃料の脱炭
素化、環境貢献製品の開発・実装及
び水素やアンモニア等の次世代エネ
ルギーの技術開発の加速、事業化を
目指します。また、徳山製造所内の
プロセス改善に取り組むとともに、
国内外のバイオマス燃料の開発・利
活用を推進し、ＧＨＧ排出量は2030
年度に2019年度比30％削減の実現を
目指します。加えて、サステナビリ
ティ委員会内に当リスク対応のタス
クフォースを立上げ、世界情勢・動
向をウォッチし、経営への提言を
行っています。
 

市場リスク 市場ニーズの変化、マーケティングの
失敗・不足、新規競合の出現、開発の
失敗・陳腐化、急速な技術革新への対
応遅れ、海外展開の遅れ等により当社
グループの製品の競争力が失われた場
合、当社グループの業績及び財務内容
に大きな影響を与える可能性が存在し
ます。
 

当社グループの製品に係る市場調査
は継続的に実施するとともに、顧客
との情報交換及び関係強化を図り、
市場変動のリスクに対応できる事業
計画の立案と精査を進めていきま
す。

人的資源に対するリスク 日本国内においては少子高齢化が進み
労働力人口が減少すると見込まれるこ
とから、将来的に生産活動に必要な人
材の確保が困難になる可能性が存在し
ます。その場合、当社グループの業績
及び財務内容に大きな影響を与える可
能性が存在します。加えて、先端材料
の研究開発に係る人材、ＤＸやサイ
バーセキュリティ対策を推進する人材
の確保が困難になる可能性があり、そ
の場合、当社の考える成長戦略を達成
することが困難となり、当社グループ
の業績に大きな影響を与える可能性が
存在します。
 

計画的な定期採用に加え、高度専門
職を確保する仕組みとしてジョブ型
雇用制度なども導入し、積極的な経
験者採用を実施しております。ま
た、ＤＸを推進して省人化・省力化
を進め、得られた人員余力を事業
ポートフォリオ転換の要員として仕
向けてまいります。さらに、仕事と
育児の両立支援制度をはじめとする
ワークライフバランスの支援制度を
充実させ、働きやすさと働きがいを
追求し、必要な人材の確保に努めて
いきます。

 

財務リスク 当社グループは、金融機関からの借入
や社債発行により事業運営に必要な資
金を調達しています。金融環境の変化
や外部格付の状況により、借入や社債
発行が適時に適切な期間で実施できな
い場合、当社グループの資金調達に大
きな影響を及ぼす可能性が存在しま
す。また、金利等の市場環境の変化に
より、資金調達コストが増加し、当社
グループの業績及び財務内容に大きな
影響を与える可能性が存在します。加
えて、当社グループは、外貨建ての製
品輸出及び原燃料等の輸入を行ってお
り、為替相場の変動が当社グループの
業績及び財務内容に大きな影響を与え
る可能性が存在します。又、連結財務
諸表の作成において海外連結子会社の
財務諸表の円換算額に影響を及ぼす可
能性が存在します。
 

金利等の市場環境の変化に備え、原
則、固定金利での契約もしくは金利
スワップによる固定化等のヘッジ取
引によりリスクを軽減する措置を講
じています。又、不測の事態に備え
て流動性資金確保のためコミットメ
ントラインの設定を必要に応じて実
施するとともに、ＥＳＧの観点に配
慮したサスティナブルな事業運営に
努めています。為替変動に対しては
外貨建て資産と負債の均衡化による
為替エクスポージャー管理や為替予
約等のヘッジ取引によりリスクを軽
減する措置を講じております。
 

製造上のリスク 当社の生産設備は導入後、相当期間が
経過したものも多く、設備の老朽化に
より長期間にわたり生産設備が停止し
た場合、当社グループの業績及び財務
内容に大きな影響を与える可能性が存
在します。
 

日常的なメンテナンスに加えて、定
期的なメンテナンスを行い、生産設
備が安全・安定稼働出来るよう努め
ています。
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リスクの項目 リスクの内容 リスクに対する対応策

事業リスク 当社グループは、生産に必要な原燃料
を全世界から調達しており、一部の製
品においては調達先が限られる特殊な
原料、資材等を使用しています。市況
の高騰や資源ナショナリズム等による
原燃料等の供給の逼迫、納期の遅延等
が発生する場合、当社グループの生産
活動に大きな支障をきたす可能性が存
在し、又、製造コストが急激に上昇す
る場合、当社グループの業績及び財務
内容に大きな影響を与える可能性が存
在します。加えて、当社グループが展
開する各事業においては、競合他社が
全世界に存在します。安価な競合品が
市場に流入したり、あるいは予期せぬ
事情により競合他社との間で価格競争
が発生し、その期間が長期化した場
合、当社グループの収益性を低下さ
せ、当社グループの業績及び財務内容
に大きな影響を与える可能性が存在し
ます。
 

当社グループは、顧客に対して安定
的かつ継続的に製品供給を果たすた
め、品質、価格等の競争優位性の維
持が重要と考えています、このた
め、原燃料の調達においては、中長
期契約及びスポット市場での購入等
を組み合わせて、長期的、安定的、
かつ安価な調達を可能にするよう取
り組んでおります。併せて、複数調
達先の確保や、代替原料・資材調達
の検討を進めています。

重大な製品・品質リスク 想定外の事情により、当社製品の無償
回収等に発展する品質問題や製品の安
全性に関連する製造物責任(ＰＬ)問題
が発生した場合、又、輸出時の化学品
安全性管理上の不備があった場合、当
社グループの業績及び財務内容に大き
な影響を与える可能性があります。
 

製品特性に応じた適正な品質を確保
できるよう、品質管理の強化・化学
品管理・製品安全の強化に全力をあ
げて取り組んでいます。又、製造物
責任賠償保険に加入し、万一の事故
に備えております。

 

重大な環境リスク 当社グループは、原料調達から製品の
製造、流通、販売、廃棄の各過程にお
いて、環境事故や取り扱いの不備によ
る有害汚染物質流出、土壌地下水汚
染、地域住民からの騒音・臭気等ク
レーム、廃棄物の不法投棄・違法処理
といった環境や生物多様性に対して負
の影響を与えるリスクを有していま
す。
また、水源の枯渇といった水リスクの
発生により、生産量の減少など操業に
影響を及ぼす可能性があります。それ
ら、重大な環境事故や事象等が発生し
た場合は、当社グループの業績及び財
務内容に大きな影響を与える可能性が
あります。
 

環境事故や汚染の防止のため、法規
制に則った管理に加え、自主規制値
による管理、定期的なモニタリン
グ、機器校正などを行っています。
また、水資源の維持のため新たに淡
水使用量の目標を設定、水使用量お
よび水質の管理、生物多様性を守る
ための活動を行うなど環境保全に全
力をあげて取り組んでいます。サプ
ライチェーンに対しても、社会的責
任を果たし持続可能な調達を実現す
るためにＣＳＲ調達ガイドラインを
制定・公表するとともにサプライ
ヤーとのエンゲージメントに取り組
んでいます。

ビジネスと人権 当社グループは、事業活動を通じて
様々なステークホルダーの人権に負
の影響を引き起こし又は助長する可
能性があること、当社グループの事
業・製品・サービスが人権への負の
影響と直接関連する可能性があるこ
とを認識しています。当社グループ
では、生産に必要不可欠な原燃料を
全世界から調達しており、生産した
製品は世界各国に販売しています。
これらのサプライチェーンにおい
て、人権侵害に直接あるいは間接的
に関係があるとみなされた場合、取
引停止、不買運動、事業縮小・撤
退、企業価値毀損につながる恐れが
あります。その場合、当社グループ
の業績及び財務内容に大きな影響を
与える可能性があります。

当社グループは、人権尊重をあら
ゆる事業活動の基本に据え、企業
としての人権尊重責任を果たすた
め、国連の「ビジネスと人権に関
する指導原則」に準拠した「トク
ヤマグループ人権方針」を2022年
12月１日に制定し、全役職員にて
遵守しております。人権対応等の
組織横断的な取り組みについて
は、サステナビリティ委員会が中
心となって推進しています。特
に、人権に負の影響が発生しやす
いとされるサプライチェーンにお
いては、ＣＳＲ調達に関するガイ
ドラインを制定・公表し、取引先
への遵守を求めるとともに、セル
フアセスメントシートを用いたエ
ンゲージメントを行うなど、人権
デュー・ディリジェンスの取り組
みを進めています。
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リスクの項目 リスクの内容 リスクに対する対応策

法務・コンプライアンス上のリスク 当社グループは、国内及び海外事業に
関して、法的な紛争・訴訟の対象とな
る可能性が存在します。また、大規模
な訴訟等が提起された場合、当社グ
ループの業績及び財務内容に大きな影
響を与える可能性が存在します。又、
当社グループの従業員、役員にコンプ
ライアンス上の違反が判明した場合、
当社グループの社会的信用やブランド
イメージの低下、課徴金の支払い等に
より、当社グループの経営成績等に影
響を与える可能性があります。
 

特許紛争・契約紛争・訴訟等に対し
ては、法務グループや知的財産部を
中心に日常的な予防措置を講じてい
ます。加えて、コンプライアンスリ
スクを低減するため、新任のグルー
プ会社取締役及び監査役に対する法
的責務研修を実施しているほか、従
業員を対象にした独占禁止法、下請
法他の各種コンプライアンス研修を
実施しています。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 株式会社トクヤマ本店

（山口県周南市御影町１番１号）

株式会社トクヤマ東京本部

（東京都千代田区外神田一丁目７番５号 フロントプレイス秋葉原）

株式会社トクヤマ大阪オフィス

（大阪市北区中之島二丁目２番７号 中之島セントラルタワー）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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